
 
 

                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
私
た
ち
社
員
は
、
職
場

へ
出
勤
す
る
為
に
Ｊ
Ｒ
や
私
鉄

・
自
家
用
車

・

バ
イ
ク
・
自
転
車
や
徒
歩
等
を
利
用
し
て
通
勤
し
て
い
ま
す
。
通
勤
費
は

ど
の
よ
う
な
基
準
で
手
当
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

Ｊ
Ｒ
で
通
勤
す
る
場
合
は
、
職
務
乗
車
証
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を

使
い
ま
す
か
ら
通
勤
手
当
の
支
給
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

Ｊ
Ｒ
以
外
の
交
通
機
関
や
自
動
車
・
自
転
車
等
の
場
合
は
、
自
宅
か
ら

勤
務
箇
所
ま
で
２
㌔
以
上
あ
り
、
交
通
機
関
の
利
用
が
１
．
５
㌔
を
超
え

る
場
合

（原
則
）
な
ど
の
場
合
に
通
勤
手
当
が
距
離
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま

す
。 

 

自
家
用
車
の
場
合
に
は
月
額
２
．
０
０
０
円

（５
㌔
未
満
）
～
最
高
１

４
．
６
０
０
円

（３
５
㌔
以
上
）
で
距
離
に
よ
り
７
段
階
の
支
給
基
準
が

あ
り
ま
す
。 

 

交
通
機
関

（職
務
乗
車
証
以
外
）
に
つ
い
て
は
、
定
期
券
や
回
数
券
等

の
実
費
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。
最
高
額
は
月
額
３
５
．
０
０
０
円
で
す
。 

（例） 

① 特休・公休で訓練を受ける場合 

② 早朝出勤で交通機関が無い為、自

家用車で出勤する場合 

Ａさん 

自宅から自家用車で通勤申請 

① 管理者に申告不要 

② 管理者に申告不要 

Ｂさん 

自宅からバスで通勤申請 

① 管理者に申告が必要 

（月額の通勤手当とは別途支給） 

② 管理者に申告が必要 

（月額の通勤手当とは別途支給） 

 

Ｂさんと同じように他の交通機関で

通勤している方は、出勤した時に管理

者に口頭で申告しましょう。 

申告しないと支給されません！ 

 

休みの日に、訓練や

業研・ＪＲＫ・勉強会

に職場に行くのは、

どうなるのかな？ 

博多区博多駅東３丁目９番３号 

ニッコーハイツ１００３号 

ＪＲ ０９２－２０７５  

ＮＴＴ０９２－４８３－１５１５ 

ちゃんと勉強しなくち

ゃ、会社からの手当も

もらえないのよ・・！ 
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